
 

京都市国民健康保険一部負担金の減免、徴収猶予の取扱いについて（依命通達） 

 

（目的） 

第１条 この取扱いは、京都市国民健康保険条例第５条、京都市国民健康保険規則（以下

「規則」という。）第６条及び第７条に規定する一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱い

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（申請の種類） 

第２条 この取扱いにおいて、次の各号に掲げる申請の種類は、当該各号に定めるところ 

による。 

（１）新規申請 申請日現在、減額、免除及び徴収猶予をしていない傷病についての申請 

で、第５号の継続申請に該当しないもの。ただし、過去に同一傷病で承認 

し、いったん治癒したが、その後再発した傷病についての申請は含む。 

（２）追加申請 減免期間中の別の傷病についての申請及び同一世帯内の他の被保険者に 

       ついての申請 

（３）延長申請 減免期間の延長についての申請 

（４）転医申請 減免期間中の医療機関の変更についての申請 

（５）継続申請 過去に同一傷病で承認したが、申請日現在も治癒していない傷病に対す 

       る申請 

 

（申請及び受理） 

第３条 京都市国民健康保険条例第５条の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を 

受けようとする世帯主は、規則第６条に規定する申請書（以下「申請書」という。）にそ

の理由を証明する書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請があったときは、必要事項が記入されていることを確認し、受 

理するものとする。 

 

（申請者） 

第４条 申請は世帯主が行わなければならないが、世帯主以外の被保険者又は世帯主から

委任を受けた代理人が申請する場合は、必要に応じて当該世帯主に事実確認を行うもの

とする。 

 

（必要書類） 

第５条 第３条に規定する「その理由を証明する書類」とは、収入申告書、給与証明書、

罹災証明書、破産証明書、雇用保険受給資格者証、資産申告書、一部負担金に係る意見

書、その他申請理由を証明する書類及びその他支払困難なことを証明する書類等をいう。 



 

２ 前項に規定する「一部負担金に係る意見書」は、保険医療機関が作成するものであり、

原則治療を受ける診療科ごとに提出を受けるものとする。 

３ 第１項に規定する「その他申請理由を証明する書類」及び「その他支払困難なことを

証明する書類」とは、不渡手形、示談書、裁判判決謄本、交通事故証明書、帳簿、伝票

及び預金通帳等で申請理由又は支払困難なことが確認できる書類等をいう。 

 

（必要書類の提出期限） 

第６条 申請書に必要書類の添付がない場合は、受理の日から１４日以内の日を限って提

出を求め、指定期日までに提出されない場合は、申請を却下するものとする。 

 

（通知） 

第７条 区長は、申請を受理した場合は、速やかに承認、不承認及び却下の決定を行い、

一部負担金減額・免除・徴収猶予決定通知書（以下「決定通知書」という。）により、そ

の旨を世帯主に通知しなければならない。ただし、不承認及び却下の場合は、その理由

を決定通知書に詳細に記入しなければならない。 

 

（証明） 

第８条 区長は、前条の規定により、承認の決定を行った場合は、一部負担金減額・免除・ 

徴収猶予証明書を世帯主に交付しなければならない。 

 

（実態調査） 

第９条 区長は、必要があると認めるときは、国民健康保険法第１１３条（文書の提出等）

の規定に基づき、世帯主に文書その他の物件の提出又は提示を求め、実情を調査し、申

請内容の確認を行うものとする。 

 

（却下） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下するものとする。 

（１）当該被保険者が非協力的であって事実の確認が困難である場合 

（２）申請を受理した後、指定した期日までに必要書類の提出がされなかった場合 

（３）交通事故等第三者傷害に伴う傷病に関する申請の場合。ただし、支払うべき一部負

担金が発生することが確定した場合はこの限りでない。 

（４）すでに保険医療機関に対して、一部負担金を全額支払っている場合 

 

（収入の認定） 

第１１条 収入の認定は、次の取扱いとする。 

（１）原則申請者の属する世帯の国民健康保険の世帯主及び被保険者を対象とし、収入申



 

告書、給与証明書等過去３箇月の収入及び資産の内容がわかる書類から認定を行うも

のとする。 

（２）収入の認定は生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）における取扱いを準用する。 

（３）生活保護基準額の認定は、申請日現在で行う。 

 

（免除及び減額の決定） 

第１２条 区長は、前条に基づき収入認定した過去３箇月の平均収入（以下「平均収入」

という。）と生活保護法に基づく生活保護基準額を比較し、次のとおり決定する。 

（１）平均収入≦生活保護基準額×１２０％の場合、免除 

（２）生活保護基準額×１２０％＜平均収入≦生活保護基準額×１３０％の場合、減額 

 

（減額割合） 

第１３条 前条において減額と決定した場合の減額割合は、次の計算１から計算３により

一部負担金不足割合を算定し、その割合に基づき決定する。 

なお、減額承認額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。 

 

計算１：平均収入        ― 生活保護基準額×１２０％＝一部負担金充当額 

計算２：１箇月あたり一部負担金 ― 一部負担金充当額    ＝一部負担金不足額 

計算３：一部負担金不足額    ÷ １箇月あたり一部負担金 ＝一部負担金不足割合 

（小数点第４位切上げ） 

      

一部負担金不足割合 減額割合 

  ０を超え０．３３３以下 ２割 

０．３３３を超え０．６６６以下 ４割 

０．６６６を超え１．０００以下 ６割 

 

（徴収猶予） 

第１４条 区長は第１２条に定める減額及び免除に該当しないが必要と認められる場合は、

徴収猶予の承認を行うことができる。 

 

第１５条 徴収猶予の承認は、原則として、所要一部負担金全額について行うものとする。 

ただし、すでに支払っている一部負担金は除く。 

 

（不承認） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を不承認とする。 

（１）継続申請の場合 



 

（２）平均収入が減額及び免除の基準額を超えていて、かつ、徴収猶予を行うと認められ 

  ない場合 

（３）３箇月以内に治癒することが確認できない場合 

（４）受理の日において、京都市国民健康保険条例第１６条第１項及び同条第３項に規定 
する納期を経過した未納保険料がある場合 

（５）受理の日の属する月を含む過去１年間において、同一世帯について承認している月 
  が６箇月以上の場合。ただし、承認開始日が２０日以降で承認終了日が承認開始日の 
  属する月の翌月以降となる場合は、承認開始日の属する月は承認している月に含まな 
  いものとする。 
 

（不承認の特例） 
第１６条の２ 前条第１号ないし第４号に規定する不承認理由について、次の各号のいず

れにも該当する申請の場合には、不承認理由に該当しないものとする。 

（１）入院療養の場合 
（２）世帯の平均収入と生活保護法に基づく生活保護基準額を比較し、平均収入が生活保

護基準額以下の場合 
 

（治癒見込期間） 

第１７条 治癒見込期間は、一部負担金に係る意見書により、確認するものとする。 

 

（承認開始日） 

第１８条 承認開始日は原則、受理の日からとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、新規申請及び追加申請の場合は、受理の日から１４日間を 

限度として遡って承認することができる。 

３ 世帯主の緊急入院、災害、これに類する場合で、真にやむを得ず申請が遅れたと認め 

るものについては、前２項の期間を超えて遡って承認することができる。 

 

（減額及び免除における承認期間） 

第１９条 減額及び免除における承認期間は、承認開始日から申請の対象となる傷病の治 

癒見込期間の範囲とする。ただし、第１６条の２の各号のいずれにも該当する申請の場

合において、３箇月以上の治療が必要と認められるときは、次項に定める期間の範囲で

承認することとする。 

２ 承認終了日は、原則月末とし、承認開始日から起算して２箇月を経過した日の属する

月の月末を超えることはできない。ただし、承認開始日が２０日から末日の場合は、前

項の期間を超えて、承認開始日から起算して３箇月を経過した日の属する月の月末まで

承認することができる。 



 

  なお、承認期間が短期間等月末まで認めるに足りない場合は、この限りではない。 

３ 一部負担金をすでに支払っている期間は、承認期間から除くものとする。 

 

（徴収猶予における承認終了日） 

第２０条 徴収猶予における承認終了日は、原則月末とし、承認開始日から起算して５箇

月を経過した日の属する月の月末を超えることはできない。ただし、承認開始日が２０

日から末日の場合は、承認開始日から起算して６箇月を経過した日の属する月の月末ま

で承認することができる。 

 

（延長申請） 

第２１条 延長申請は、一部負担金に係る意見書により、３箇月以内に治癒することが明

らかで、真にやむを得ないと認めるものに限り、承認終了日から起算して３箇月を経過

した日の属する月の月末を限度として承認することができる。 

 

（追加申請の承認期間） 

第２２条 追加申請の承認期間はすでに承認されている承認期間を超えることはできない。 

 

（転医申請の承認期間） 

第２３条 転医申請の承認期間はすでに承認されている承認期間を超えることはできない。 

 

（減免対象者の区間（内）移動） 

第２４条 減免期間中に区間及び区内移動を行い、被保険者証記号番号が変更した場合に 

おいても、再申請を必要としない。ただし、保険医療機関には、変更後の被保険者証の 

記号番号においても引き続き減額、免除及び徴収猶予を行う旨通知しなければならない。 

 

（証明書の発行） 

第２５条 一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書の発行は、原則申請書１枚につき１通

発行するものとする。ただし、医薬分離の措置を採っている場合等は、実情を調査のう

え２枚発行することができる。 

 

（減免の取消） 

第２６条 偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた

者があるときは、規則第７条の規定に基づき当該一部負担金の減免又は徴収猶予を取り消

し、当該取消しの日の前日までの間に減免又は徴収猶予によりその支払を免れた額を一時

に徴収しなければならない。 

２ 減免の理由が消滅した場合は、その理由消滅の日をもって減免を取り消さなければな 



 

らない。 

３ 第１項の規定により取消をしたときは、世帯主及び保険医療機関に対して、その旨を 

通知しなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この取扱いは、平成１９年８月１日から施行する。 

 

附 則 
 この取扱いは、平成２２年１２月１日から施行する。 
   

附 則 
（施行期日） 
１ この取扱いは、平成２５年８月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 平成２５年８月１日から平成２６年３月３１日までの間における第１１条、第１２条 

、第１３条及び第１６条の２の規定の適用については、第１１条、第１２条、第１３条 
及び第１６条の２中「生活保護基準額」とあるのは、「平成２５年５月１６日厚生労働 
省告示第１７４号による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和３８年４月１日厚 
生省告示第１５８号）」とする。 

 

附 則 
（施行期日） 
１ この取扱いは、平成２６年４月１日から施行する。 
（生活保護基準額） 
２ 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間における第１１条、第１２条 

、第１３条及び第１６条の２の規定の適用については、第１１条、第１２条、第１３条

及び第１６条の２中「生活保護基準額」は、平成２６年４月１日現在に運用されている

生活保護法による保護の基準とする。ただし、同法第１１条第１項に掲げる扶助につい

ては、当該基準に２８分の３０を乗じた額とする。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この取扱いは、平成２７年４月１日から施行する。 
（生活保護基準額） 
２ 平成２７年４月１日以降における第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２の



 

規定の適用については、第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２中「生活保護

基準額」は、申請日現在に運用されている生活保護法による保護の基準とする。ただし、

同法第１１条第１項第１号から第３号までに掲げる扶助については、当該基準に１０分

の１１を乗じた額とする。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この取扱いは、平成３０年１０月１日から施行する。 
（生活保護基準額） 
２ 平成３０年１０月１日以降における第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２ 

の規定の適用については、第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２中「生活保 
護基準額」は、平成３０年９月３０日現在に運用されている生活保護法による保護の基 
準とする。ただし、同法第１１条第１項第１号から第３号までに掲げる扶助については、 
当該基準に１０分の１１を乗じた額とする。 

 
附 則 

（施行期日） 
 この取扱いは、平成３１年２月１日から施行する。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この取扱いは、令和元年１０月１日から施行する。 
（生活保護基準額） 
２ 令和元年１０月１日以降における第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２ 

の規定の適用については、第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２中「生活保 
護基準額」は、申請日現在に運用されている生活保護法による保護の基準とする。ただ

し、同法第１１条第１項第１号から第３号までに掲げる扶助については、当該基準に８

７０分の９９０を乗じた額とする。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この取扱いは、令和２年１０月１日から施行する。 
（生活保護基準額） 
２ 令和２年１０月１日以降における第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２ 

の規定の適用については、第１１条、第１２条、第１３条及び第１６条の２中「生活保 
護基準額」は、申請日現在に運用されている生活保護法による保護の基準とする。ただ



 

し、同法第１１条第１項第１号から第３号までに掲げる扶助については、当該基準に１

０００分の１１５５を乗じた額とする。 
 

附 則 
（施行期日） 
 この取扱いは、令和４年７月１日から施行する。 
 


